
　　    　　【 越 前 町 】

基本報酬 基本報酬

（月額包括報酬） （１回単位）

①　訪問介護 　訪問介護員による身体 　事業対象者、要支援１・２（週１回程度） 　１,１６８単位（１日につき３８単位） 　２６６単位（月４回まで）

　　 従前相当サ－ビス 　介護・生活援助 　事業対象者、要支援１・２（週２回程度） 　２,３３５単位（１日につき７７単位） 　２７０単位（月８回まで）

訪問型サ－ビス 　事業対象者、要支援２    （週３回程度） 　３,７０４単位（１日につき１２２単位） 　２８５単位（月１２回まで）

②　訪問型サ－ビスＡ 　身体介護を伴わない

　（緩和した基準によるサ－ビス） 　生活援助

①　通所介護  自立した生活に資する生活上の 　事業対象者、要支援１・2（週１回程度） 　１,６４７単位（１日につき５４単位） 　３７８単位（月４回まで）

　　 従前相当サ－ビス  支援や生活機能向上機能訓練 　事業対象者、要支援２（週２回程度） 　３,３７７単位（１日につき１１１単位） 　３８９単位（月８回まで）

通所型サ－ビス ②　通所型サ－ビスＡ  運動器機能訓練を主とした

　（緩和した基準によるサ－ビス）  自立支援に資する通所

③　通所型サ－ビスC  生活行為向上複合プログラム 　※３５０円／回（利用者負担）

　　（短期集中予防サ－ビス） （運動・口腔・栄養） 　　　（週１回程度で１４回）

　事業対象者、要支援１・２ 　●初回加算　３００単位/月

基本報酬 基本報酬

（月額包括報酬） （１回単位）

①　訪問介護 　訪問介護員による身体 　事業対象者、要支援１・２（週１回程度） 　１,１７２単位（１日につき　３９単位） 　２６７単位（月４回まで）

　　 従前相当サ－ビス 　介護・生活援助 　事業対象者、要支援１・２（週２回程度） 　２,３４２単位（１日につき　７７単位） 　２７１単位（月８回まで）

訪問型サ－ビス 　事業対象者、要支援２    （週３回程度） 　３,７１５単位（１日につき１２２単位） 　２８６単位（月１２回まで）

②　訪問型サ－ビスＡ 　身体介護を伴わない

　（緩和した基準によるサ－ビス） 　生活援助

①　通所介護  自立した生活に資する生活上の 　事業対象者、要支援１・２（週１回程度） 　１,６５５単位（１日につき　５４単位） 　３８０単位（月４回まで）

　　 従前相当サ－ビス  支援や生活機能向上機能訓練 　事業対象者、要支援２    （週２回程度） 　３,３９３単位（１日につき１１２単位） 　３９１単位（月８回まで）

通所型サ－ビス ②　通所型サ－ビスＡ  運動器機能訓練を主とした

　（緩和した基準によるサ－ビス）  自立支援に資する通所

③　通所型サ－ビスC  生活行為向上複合プログラム 　※３５０円／回（利用者負担）

　　（短期集中予防サ－ビス） （運動・口腔・栄養） 　　　（週１回程度で１４回）

　事業対象者、要支援１・２ 　●初回加算　３００単位/月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　「介護予防・日常生活支援総合事業」の令和元年１０月からの介護報酬改定に伴うサ－ビスの報酬変更

(１)　令和元年９月末までの報酬

項目 サ－ビス類型 内　　　　　容 対象者

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ｌ

ビ
ス
事
業

その他

  ●年間３クール実施
　　　１クール概ね４カ月

４３０単位

　事業対象者、要支援１・２ 　２２５単位（月９回まで）
　●初回加算　２００単位/月

(２)　令和元年１０月からの報酬　

項目 サ－ビス類型 内　　　　　容 対象者 その他

　事業対象者、要支援１・２ 　３１０単位（月５回まで）

　事業対象者、要支援１・２

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト （ 第 １ 号 介 護 予 防 支 援 事 業 ）

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ｌ

ビ
ス
事
業

　●基本報酬及び加算共に、
　　 国が定める報酬額と同様

　事業対象者、要支援１・２ 　２２９単位（月９回まで）
　●初回加算　２００単位/月

　●基本報酬及び加算共に、
　　 国が定める報酬額と同様

　事業対象者、要支援１・２ 　３１３単位（月５回まで）

　事業対象者、要支援１・２

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト （ 第 １ 号 介 護 予 防 支 援 事 業 ） ４３１単位

  ●年間２クール実施
　　　１クール概ね４カ月


